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　由布市告示第117号 

　　令和５年第４回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

　　　　　令和５年11月22日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布市長　相馬　尊重 

　１　期　日　　令和５年11月30日木曜日 

　２　場　所　　由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

　○開会日に応招した議員 

首藤　善友君　　　　　　　　　志賀　輝和君 

髙田　龍也君　　　　　　　　　坂本　光広君 

吉村　益則君　　　　　　　　　田中　廣幸君 

加藤　裕三君　　　　　　　　　平松惠美男君 

太田洋一郎君　　　　　　　　　加藤　幸雄君 

鷲野　弘一君　　　　　　　　　長谷川建策君 

佐藤　郁夫君　　　　　　　　　渕野けさ子君 

佐藤　人已君　　　　　　　　　田中真理子君 

佐藤　孝昭君　　　　　　　　　甲斐　裕一君 

────────────────────────────── 

　○応招しなかった議員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和５年　第４回（定例）由　布　市　議　会　会　議　録（第１日） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年11月30日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年11月30日　午前10時00分開会 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

　日程第２　会期の決定 

　日程第３　諸報告 

　日程第４　陳情について 

　日程第５　報告第24号　専決処分の報告について 

　日程第６　報告第25号　専決処分の報告について 

　日程第７　報告第26号　例月出納検査の結果に関する報告について 

　日程第８　議案第74号　大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務の受託について 

　日程第９　議案第75号　大分県立庄内屋内競技場の管理に関する条例の制定について 

　日程第10　議案第76号　由布市・田北奨学資金に関する条例の制定について 

　日程第11　議案第77号　由布市・田北奨学資金の貸与の特例に関する条例の制定について 

　日程第12　議案第78号　由布市行政区設定条例の一部改正について 

　日程第13　議案第79号　由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

　日程第14　議案第80号　由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正につ

いて 

　日程第15　議案第81号　由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

　日程第16　議案第82号　由布市みらいふるさと基金条例の一部改正について 

　日程第17　議案第83号　由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

　日程第18　議案第84号　由布市あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術料助成に関する

条例の一部改正について 

　日程第19　議案第85号　由布市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て 

　日程第20　議案第86号　由布市教育奨学資金基金条例の一部改正について 

　日程第21　議案第87号　由布市火災予防条例の一部改正について 

　日程第22　議案第88号　令和５年度由布市一般会計補正予算（第８号） 
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　日程第23　議案第89号　令和５年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

　日程第24　議案第90号　令和５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

　日程第25　議案第91号　令和５年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

　日程第26　議案第92号　令和５年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

　日程第２　会期の決定 

　日程第３　諸報告 

　日程第４　陳情について 

　日程第５　報告第24号　専決処分の報告について 

　日程第６　報告第25号　専決処分の報告について 

　日程第７　報告第26号　例月出納検査の結果に関する報告について 

　日程第８　議案第74号　大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務の受託について 

　日程第９　議案第75号　大分県立庄内屋内競技場の管理に関する条例の制定について 

　日程第10　議案第76号　由布市・田北奨学資金に関する条例の制定について 

　日程第11　議案第77号　由布市・田北奨学資金の貸与の特例に関する条例の制定について 

　日程第12　議案第78号　由布市行政区設定条例の一部改正について 

　日程第13　議案第79号　由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

　日程第14　議案第80号　由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正につ

いて 

　日程第15　議案第81号　由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

　日程第16　議案第82号　由布市みらいふるさと基金条例の一部改正について 

　日程第17　議案第83号　由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

　日程第18　議案第84号　由布市あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術料助成に関する

条例の一部改正について 

　日程第19　議案第85号　由布市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て 

　日程第20　議案第86号　由布市教育奨学資金基金条例の一部改正について 

　日程第21　議案第87号　由布市火災予防条例の一部改正について 

　日程第22　議案第88号　令和５年度由布市一般会計補正予算（第８号） 
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　日程第23　議案第89号　令和５年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

　日程第24　議案第90号　令和５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

　日程第25　議案第91号　令和５年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

　日程第26　議案第92号　令和５年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番　首藤　善友君　　　　　　　　２番　志賀　輝和君 

３番　髙田　龍也君　　　　　　　　４番　坂本　光広君 

５番　吉村　益則君　　　　　　　　６番　田中　廣幸君 

７番　加藤　裕三君　　　　　　　　８番　平松惠美男君 

９番　太田洋一郎君　　　　　　　　10番　加藤　幸雄君 

12番　長谷川建策君　　　　　　　　13番　佐藤　郁夫君 

14番　渕野けさ子君　　　　　　　　15番　佐藤　人已君 

16番　田中真理子君　　　　　　　　17番　佐藤　孝昭君 

18番　甲斐　裕一君　　　　　　　　　　　　　　　　　 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

11番　鷲野　弘一君　　　　　　　　　　　　　　　　　 

────────────────────────────── 

欠　　員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長　馬見塚美由紀君　　　　　　　　書記　松本　英美君 

書記　中島　　進君　　　　　　　　書記　生野　洋平君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長　………………………　相馬　尊重君　　　副市長　……………………　小石　英毅君 

教育長　……………………　橋本　洋一君　　　総務課長　…………………　庄　　忠義君 

財政課長　…………………　大久保　暁君　　　総合政策課長　……………　一法師良市君 

財源改革推進課長　………　渡辺　隆司君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長　………………………………………　利光　祐治君 

会計管理者　………………　佐藤　幸洋君　　　建設課長　…………………　三ヶ尻郁夫君 
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水道課長　…………………　衞藤　　武君　　　商工観光課長　……………　古長　誠之君 

環境課長　…………………　田代　由理君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

福祉事務所長兼福祉課長　…………………………………………………………　武田　恭子君 

保険課長　…………………　砂田　剛士君　　　高齢者支援課長　…………　工藤　由美君 

挾間振興局長兼地域振興課長　……………………………………………………　小野嘉代子君 

庄内振興局長兼地域振興課長　……………………………………………………　佐藤　俊吾君 

湯布院振興局長兼地域振興課長　…………………………………………………　後藤　睦文君 

教育次長兼教育総務課長　…………………………………………………………　日野　正美君 

スポーツ振興課長　………　米津　康広君　　　消防長　……………………　大嶋　陽一君 

代表監査委員　……………　大塚　裕生君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（甲斐　裕一君）  皆さん、おはようございます。これより、令和５年第４回由布市議会定

例会を開会いたします。 

　ただいまの出席議員は１７名です。鷲野議員から欠席届が出ています。定足数に達しています

ので、ただいまから本日の会議を開きます。 

　執行部より、市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

　本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（甲斐　裕一君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、５番、吉村益則君、６番、田

中廣幸君の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

　本定例会の会期は、本日から１２月１４日まで１５日間といたします。御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐　裕一君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 
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○議長（甲斐　裕一君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

　まず、議長報告については、今期定例会会期前までの分をお手元に資料として配付いたしてお

りますので、お目通しをいただき、報告とさせていただきます。 

　次に、市長の行政報告をお願いします。市長。 

○市長（相馬　尊重君）  皆様、おはようございます。令和５年第４回定例会の開会に当たりまし

て、議員各位には公私共に大変お忙しい中、御出席をいただきまして心から感謝を申し上げます。 

　本定例会において提案いたすことにしております報告３件、議案１９件につきましては、どう

か慎重なる御審議をお願いいたしますとともに、何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 

　本日お手元に行政報告をお配りしております。御一読いただきますようお願いする次第ですが、

少しお時間を頂きまして、幾つかの項目について詳細な御報告を申し上げます。 

　まず、１０月１８日に熊本市で開催されました第１３３回九州市長会に出席し、基礎自治体が

主体性を持って行政を担うことができるよう、都市財政の拡充強化についてや、災害対応能力強

化のための支援についてなどの議案審議が行われたところです。 

　１０月３０日には、知事と県内の市町村長との意見交換会に出席をいたしました。意見交換会

では、地域公共交通ネットワークの維持・確保についてという協議テーマで意見交換が行われた

ところです。 

　１１月３日の文化の日には、それぞれの分野から由布市の発展に多大な御貢献をいただきまし

た７名の個人と３つの団体の皆様に対しまして、功労表彰式を執り行い、その御功績をたたえる

とともに、関係者の皆様にも感謝を申し上げたところでございます。 

　１１月８日には、安全・安心の道づくりを求める全国大会、翌９日には九州国道協会国土交通

省意見交換会及び治水事業促進全国大会に出席し、翌１０日に開催されました九州地方国道整備

促進総決起大会、災害復旧促進全国大会へ出席し、長期安定的に道路整備が進められるよう、道

路整備の必要性を強く要望したところでございます。 

　１１月１２日には、長谷川前議長、小石副市長とともに、在京由布市会総会へ出席をいたしま

した。会の中では、故郷に思いをはせる皆様方より、由布市へ力強いエールをいただき、心強く

思った次第でございます。 

　翌１３日には、第５６回全国過疎地域連盟総会へ出席し、過疎対策関係等の来年度予算などの

議決を行ったところでございます。 

　１１月１５日には、三代目源流の皆さんから、第２６回日本太鼓ジュニアコンクール大分県大

会において見事優勝に輝き、九州大会及び全国大会へ出場が決定したことについての御報告をい

ただきました。その功績をたたえるとともに、未来を担うすばらしい人材が、ここ由布市で育っ
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てきておることに頼もしく思った次第でございます。 

　次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

　以上、報告といたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  市長の行政報告が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．陳情について 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、日程第４、陳情についてを議題といたします。議会事務局長に陳

情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（馬見塚美由紀君）  事務局長です。 

　それでは、お手元に配付の陳情文書表により朗読いたします。朗読に際しまして、陳情者の氏

名につきましては敬称を略させていただきます。 

　受理番号１、件名、市議会議員のＹｏｕＴｕｂｅにおける発言に関する陳情。陳情者、由布市

湯布院町、株式会社玉の湯代表取締役桑野和泉。 

　受理番号２、件名、高齢者が出かける元気のあるうちに、一刻も早く、ユーバスを便利にして

ください（陳情）。陳情者、由布市湯布院町、もっと便利なコミュニティバスを考える会代表千

竃八重子。 

　受理番号３、件名、「障がい者への合理的配慮」と「交通権」の視点から、ユーバス見直しや

介護保険の移動支援を、一刻も早く、実効性の高い方法で、実現してください（陳情）。陳情者、

由布市湯布院町、谷千鶴。 

　以上でございます。 

○議長（甲斐　裕一君）  ただいまの陳情３件については、会議規則第１４１条の規定により、お

手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第２４号 

日程第６．報告第２５号 

日程第７．報告第２６号 

日程第８．議案第７４号 

日程第９．議案第７５号 

日程第１０．議案第７６号 

日程第１１．議案第７７号 

日程第１２．議案第７８号 
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日程第１３．議案第７９号 

日程第１４．議案第８０号 

日程第１５．議案第８１号 

日程第１６．議案第８２号 

日程第１７．議案第８３号 

日程第１８．議案第８４号 

日程第１９．議案第８５号 

日程第２０．議案第８６号 

日程第２１．議案第８７号 

日程第２２．議案第８８号 

日程第２３．議案第８９号 

日程第２４．議案第９０号 

日程第２５．議案第９１号 

日程第２６．議案第９２号 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、本定例会に提出されました報告第２４号から報告第２６号までの

報告３件、議案第７４号から議案第９２号までの議案１９件については、一括上程いたします。 

　市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬　尊重君）  それでは上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説明

いたします。 

　本定例会で審議をお願いいたします案件は、報告３件、議案１９件でございます。 

　初めに、報告第２４号及び報告第２５号の専決処分の報告については、公用車の接触事故によ

る和解及び損害賠償の額を、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについ

て、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

　次に、報告第２６号、例月出納検査の結果に関する報告については、監査委員による報告とな

りますので、代表監査委員より報告をいたします。 

　次に、議案第７４号、大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務の受託については、大分県立

庄内屋内競技場の管理に係る事務の効率化を図るため、大分県から当該事務を受託することによ

るものでございます。 

　次に、議案第７５号、大分県立庄内屋内競技場の管理に関する条例の制定については、地方自

治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき、大分県から事務の委託を受ける大分県立庄内屋内

競技場の管理に関して必要な事項を定めるものでございます。 

　次に、議案第７６号、由布市・田北奨学資金に関する条例の制定については、市の奨学金制度
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について規定する由布市奨学資金に関する条例及び由布市条件付返済免除型奨学資金条例を統合

し、事務管理の効率化を図るものでございます。 

　次に、議案第７７号、由布市・田北奨学資金の貸与の特例に関する条例の制定については、大

分県立由布高等学校から大学等に進学する生徒について、奨学資金の貸与の要件を緩和するもの

でございます。 

　次に、議案第７８号、由布市行政区設定条例の一部改正については、行政区画中、由布市挾間

町の上朴木及び下朴木を統合し、朴木とするものでございます。 

　次に、議案第７９号、由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いては、特別職の職員の常勤の者の給与改定に鑑み、市議会議員の期末手当の支給月数を改定す

るものでございます。 

　次に、議案第８０号、由布市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部改正につい

ては、一般職の職員の給与改定に鑑み、特別職の職員で常勤のものの期末手当の支給月数を改定

するものでございます。 

　次に、議案第８１号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告及び

大分県人事委員会勧告に鑑み、職員の給料表及び期末勤勉手当の支給月数を改定するものでござ

います。 

　次に、議案第８２号、由布市みらいふるさと基金条例の一部改正については、基金に属する現

金について、必要に応じ有価証券を取り扱うことができる規定や、繰替え運用を実施できる規定

を追加するものでございます。 

　次に、議案第８３号、由布市国民健康保険税条例の一部改正については、全世代対応型の社会

保障制度を構築するため、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令の交付に伴い、国民健康保険税の所得割額と被保険者均等割額を減額するものでござ

います。 

　次に、議案第８４号、由布市あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術料助成に関する条

例の一部改正については、施術料の助成対象となる者の年齢要件を引き上げるものでございます。 

　次に、議案第８５号、由布市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

は、市の一般職の職員と同様に、住宅を所有する企業職員に支給される住宅手当を廃止するもの

でございます。 

　次に、議案第８６号、由布市教育奨学資金基金条例の一部改正については、基金に属する現金

について、必要に応じ有価証券を取り扱うことができる規定を追加するものでございます。 

　議案第８７号、由布市火災予防条例の一部改正については、対象火気設備等の位置、構造及び

管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める政令の一部を改正
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する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

　次に、議案第８８号、令和５年度由布市一般会計補正予算（第８号）は、歳入歳出それぞれ

７億６,４１６万４,０００円を追加し、予算の総額を２２４億９０４万４,０００円にお願いす

るものでございます。 

　歳入では、事業に伴う国庫、県支出金や地方債などの特定財源、ふるさと納税の増額が主なも

のでございます。 

　歳出では、新たな雇用機会の創出や、地域経済振興を促進するため、必要な助成措置として企

業等立地促進助成金や、移住希望者が増加傾向にあることから県外移住者一括補助金等を増額し

ているほか、市道向原別府線改良工事などの測量調査委託や工事請負費を追加計上しております。 

　このほか、障害福祉サービス費負担金、子ども及び高校生等医療費助成金、特別支援教育就学

奨励費及び県営基盤整備事業に係る負担金等の増額分を計上いたしております。 

　なお、議案第８１号で、職員の給与に関する条例の一部改正案を提出しておりますが、各科目

の給与管理費においては、給与改定に伴う給料及び期末勤勉手当の調整等をさせていただいてお

ります。 

　また、繰越明許費として、道路整備事業など６件、債務負担行為補正につきましては由布市議

会だより印刷製本費など５件の追加をお願いしております。 

　地方債は追加１件、変更７件の補正となっております。 

　次に、議案第８９号、令和５年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳

出予算にそれぞれ３１５万円を追加し、予算総額を４１億９,８３８万１,０００円にするもので

ございます。 

　主な内容といたしましては、歳入では県補助金を、歳出では療養費負担金をそれぞれ増額する

ものでございます。 

　次に、議案第９０号、令和５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予

算にそれぞれ３５７万８,０００円を追加し、予算の総額を４５億５,６３１万４,０００円にす

るものでございます。 

　歳入では、一般会計繰入金を、歳出では総務費をそれぞれ増額するものでございます。 

　次に、議案第９１号、令和５年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、歳

入歳出予算にそれぞれ１０万円を追加し、予算総額を１億２,９５３万２,０００円にするもので

ございます。 

　歳入では、一般会計繰入金を、歳出では農業集落排水事業費をそれぞれ増額するものでござい

ます。 

　次に、議案第９２号、令和５年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）は、収益的予算では
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収益的支出を増額し、資本的予算では資本的収入及び支出をそれぞれ増額するものでございます。 

　私からの説明は以上です。詳細につきましては、担当課長より説明いたしますので、何とぞ慎

重なる御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（甲斐　裕一君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

　次に、報告第２４号及び報告第２５号について報告を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保　暁君）  財政課長です。 

　報告第２４号について詳細説明をいたします。報告第２４号、専決処分の報告について。地方

自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同条第

２項の規定により報告する。令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　裏面の専決処分書を御覧ください。令和５年１１月１４日付で専決処分を行っています。和解

条件、事故概要等については、次のページを御覧ください。 

　事故の当事者は記載のとおりでございます。事故概要についてですが、令和５年９月８日、午

後５時２０分頃、大分市賀来西１─３─１３先の県道小挾間大分線において、甲の車両が渋滞の

ため停止していたところ、誤って甲の車両を運転していた職員の足がブレーキから離れたため、

前方で停車していた乙の車両の後部に甲の車両の前部が接触し、乙の車両に損害を与えた事故で

ございます。 

　今回、先に物件損害のみを和解し、専決処分をしております。理由といたしましては、任意保

険を通じて車両等の修理費を支払っていくことから、一部示談ができないと修理業者に修理費が

支払えないこととなることから、物損損害に対しまして先に和解したものです。物損損害の和解

条件につきましては、甲は乙に対し本事故に係る過失割合１００％に当たる損害賠償金の支払い

義務があることを認め、損害賠償額を３８万８,０８５円と定めたものでございます。末尾に当

該車両の損害状況の写真を添付しております。 

　以上で説明を終わります。 

　次に、報告第２５号について詳細説明をいたします。報告第２５号、専決処分の報告について。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同条

第２項の規定により報告する。令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　裏面の専決処分書を御覧ください。令和５年１１月１５日付で専決処分を行っております。和

解条件、事故概要については次のページを御覧ください。 

　事故の当事者は記載のとおりでございます。事故概要ですが、令和５年１０月１９日、午後

２時１９分頃、由布市庄内町庄内原８２８番地１において、甲の車両の運転席ドアを開けた際に、

強風にあおられ、隣に停車していた乙の車両の右側部に接触し、乙の車両に損害を与えた事故で

ございます。 
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　和解条件につきましては、甲は乙に対し、本事故に係る過失割合１００％に当たる損害賠償金

の支払義務があることを認め、損害賠償の額を６万２,７４８円と定めたものでございます。末

尾に当該車両、事故状況の写真を添付しております。 

　以上で説明を終わります。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、報告第２６号について報告を求めます。大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚　裕生君）  代表監査委員の大塚です。 

　　それでは、報告第２６号について御報告申し上げます。 

　報告第２６号、例月出納検査の結果に関する報告について。地方自治法第２３５条の２第３項

の規定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。 

令和５年１１月３０日提出、由布市代表監査委員。 

　１ページから３ページに報告の内容を記載しております。地方自治法第２３５条の２第１項の

規定により、令和５年７月分、８月分及び９月分の例月出納検査を８月２８日、９月２５日、

１０月２５日に実施いたしました。検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日

現在の現金の在高と出納状況です。現金の在高、出納関係諸表等の計数の正確性の検証と現金の

出納事務が適正に行われているかを検査いたしました。検査の結果、資料の計数は諸帳票の計数

と一致しており、適正に処理されていると認められました。 

　以上で報告を終わります。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、ただいま上程されました議案について、詳細説明を求めます。 

　まず、議案第７４号及び議案第７５号について続けて詳細説明を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（米津　康広君）  スポーツ振興課長です。詳細説明を行います。 

　議案第７４号、大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務の受託について。地方自治法第

２５２条の１４第１項の規定に基づき、大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務に関し、協議

により別記の規約を定めて大分県からの事務の受託を受けることについて、同条第３項において

準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。令和５年１１月

３０日提出、由布市長。 

　次のページを御覧ください。これは屋内競技場の指定管理の期間が令和６年３月３１日で期間

満了になることに伴い、大分県と協議した結果、事務の委託による管理方法に変更するものでご

ざいます。事務を受託するに当たり規約を定めるものです。 

　続きまして、議案第７５号、大分県立庄内屋内競技場の管理に関する条例の制定について。大

分県立庄内屋内競技場の管理に関する条例を別記のように定める。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　次のページを御覧ください。これは県立庄内屋内競技場の管理事務を受託するに伴い、条例を
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市で定めるものです。なお、この関係につきましては、大分県におかれましても１１月２７日に

開会された第４回定例会で関連議案が上程されていますことを申し添えいたします。 

　以上で詳細説明を終わります。何とぞよろしくお願いします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第７６号及び議案第７７号について、続けて詳細説明を求め

ます。教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（日野　正美君）  議案第７６号につきまして、詳細説明をさせていた

だきます。議案第７６号、由布市・田北奨学資金に関する条例の制定について。由布市・田北奨

学資金に関する条例を別記のように定める。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　現在、市の奨学金制度につきましては、由布市奨学資金に関する条例と由布市条件付返還免除

型奨学資金条例という２つの条例により運用されておりますが、それぞれ貸付要件や手続はほぼ

同様でありますが、条例が分かれているため、運用が煩雑となっております。今回、この２つの

条例を比較検討し、異なる規定のすり合わせや過不足する部分を補完し、判断を要していたもの

を定義化するなどして条例を一本化することで事務管理の効率化を図るものでございます。さら

に、奨学資金貸与の要件から、保護者の滞納がないことの要件を廃止することといたしました。

保護者等の税金等、滞納があることにより、子の教育の機会が奪われることは教育基本法等の精

神に反することと考え、要件から外すように改正をいたしました。 

　続きまして、議案第７７号の詳細説明をさせていただきます。議案第７７号、由布市・田北奨

学資金の貸与の特例に関する条例の制定について。由布市・田北奨学資金の貸与の特例に関する

条例を別記のように定める。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　今回、新たに市内の高等学校に通学する生徒が大学等に進学した際に、必要な資金を支援する

ことを目的として条例を定めるものです。具体的には、由布高等学校から大学等に進学する生徒

に対して、優遇措置を設けることにより、連携型中高一貫教育推進を側面から支援することで、

市内の中学校から由布高等学校への入学者数が増加し、将来の由布市を担う優秀な人材の育成を

支援することを目的としております。なお、この条例は１０年間の期限を設けております。

１０年間運用し、効果を検証する中で、より充実した制度となるよう改正をしていきたいと考え

ております。 

　以上です。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第７８号から議案第８１号について、続けて詳細説明を求め

ます。総務課長。 

○総務課長（庄　　忠義君）  総務課長でございます。 
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　まず、議案第７８号について詳細説明をいたします。議案第７８号、由布市行政区設定条例の

一部改正について。由布市行政区設定条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

令和５年１１月３０日、由布市長。 

　次のページが改め文でございます。第１条の行政区画中、由布市挾間町朴木の上朴木及び下朴

木の２つの行政区を統合し、新たに朴木を行政区として設定をするものです。これは本年７月に

開催された上朴木及び下朴木の臨時総会において、区民の総意により両行政区の統合が承認をさ

れ、１０月１１日付で行政区統合についての申出書が提出されたことを受けたものでございます。

附則において、この条例は令和６年４月１日から施行することとしております。次のページに新

旧対照表を掲載しておりますので、御参照ください。 

　次に、議案第７９号について詳細説明をいたします。議案第７９号、由布市議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提出、由布市

長。 

　次のページをお願いいたします。改め文でございます。第１条につきましては、令和５年

１２月支給分の期末手当を０.０５月分引き上げる改正を行うものです。第２条につきましては、

第１条で引き上げました支給月数を令和６年４月１日以降、６月と１２月の支給月に均等に振り

分け、それぞれの支給月数を１.５７５月とし、年間合計で３.１５月とする改正を行うものでご

ざいます。附則において、第１条の規定は令和５年１２月１日から適用し、第２条の規定は令和

６年４月１日から施行することとしております。 

　次に、議案第８０号につきまして詳細説明をいたします。議案第８０号、由布市特別職の職員

で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について。由布市特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提出、由布市

長。 

　次のページをお願いいたします。改め分でございますが、本条例の改正につきましても議案第

７９号と同内容となっており、特別職の職員で常勤の者の期末手当の支給月数を０.０５月分引

き上げ、年間合計で３.１５月とする改正を行うものでございます。附則において、施行期日等

を定めております。 

　次に、議案第８１号につきまして詳細説明をいたします。議案第８１号、由布市職員の給与に

関する条例の一部改正について。由布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別記の

ように定める。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　次のページをお願いいたします。改正内容でございますが、第１条につきましては、職員及び
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定年前再任用短時間勤務職員に係る令和５年１２月支給分の期末勤勉手当をそれぞれ０.０５月

分引き上げる改正を行うものです。期末手当につきましては、職員が１.２月を１.２５月に、定

年前再任用短時間勤務職員にあっては０.６７５月を０.７２５月とするものです。勤勉手当につ

きましては、職員が１.０月を１.０５月に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては０.４７５月

を０.５２５月とするものです。また、大分県人事委員会勧告を鑑みて給料表を改めるものでご

ざいます。 

　２枚めくっていただきまして、第２条でございます。第１条で引き上げました期末勤勉手当の

支給月数を令和６年４月１日以降、６月と１２月の支給月に均等に振り分け、職員の期末手当に

ついては、それぞれの支給月数を１.２２５月とし、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当に

ついては、それぞれの支給月数を０.７月とするものです。また、職員の勤勉手当については、

それぞれの支給月数を１.０２５月とし、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当については、

それぞれの支給月数を０.５月とするものです。これにより、期末勤勉手当の年間合計は、職員

にあっては４.５月、定年前再任用短時間勤務職員にあっては２.４月とする改正になっておりま

す。附則において、第１条の規定は令和５年４月１日から適用し、第２条の規定は令和６年４月

１日から施行することとしております。次のページからは新旧対照表を掲載しておりますので、

御参照ください。 

　説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８２号について、詳細説明を求めます。財源改革推進課長。 

○財源改革推進課長（渡辺　隆司君）  財源改革推進課長でございます。議案第８２号の詳細説明

をいたします。 

　議案第８２号、由布市みらいふるさと基金条例の一部改正について。由布市みらいふるさと基

金の一部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　本条例の一部改正については、由布市みらいふるさと基金によって管理している現金の管理方

法について改正を行うものでございます。 

　新旧対照表を御覧ください。第６条に第２項として基金が管理を行う現金を有価証券によって

もできるようにすることを追加し、第７条には財政上必要なときに繰り戻しの方法や期間、利率

を定めた上で、基金に属する現金を歳計に繰り替えて運用することができるよう加えるものです。

以下、第７条の基金の処分を第８条に、第８条の運用状況の公表を第９条に、第９条の委任を第

１０条に、それぞれ１条ずつ繰り下げるものです。 

　以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８３号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（砂田　剛士君）  保険課長です。議案第８３号につきまして、詳細説明をいたします。 
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　議案第８３号、由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。由布市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　次のページは由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正文でございます。改正の

内容は、世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者または出産した被保険者がある場合にお

いて、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額を減

額するものです。単体妊娠の場合は出産被保険者の出産予定日の属する月の前月から出産予定日

の翌々月まで、多胎妊娠の場合は出産の予定日の属する月の３か月前から出産予定月の翌々月ま

での期間に係る額を減額するものです。また、これに伴う出産被保険者に係る届出について改正

するものです。 

　附則といたしまして、施行日は令和６年１月１日からとなっております。運用につきましては、

令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月

以前の期間に係るもの及び令和４年度までの国民健康保険税については従前の例によります。 

　以上で、議案第８３号の詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８４号について詳細説明を求めます。高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（工藤　由美君）  高齢者支援課長です。議案第８４号について詳細説明をいた

します。 

　議案第８４号、由布市あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術料助成に関する条例の一

部改正について。由布市あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術料助成に関する条例の一

部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　次のページを御覧ください。今回の改正は、今後の高齢化の進行等の状況に鑑みて、第２条中、

施術料の助成の対象となる者の年齢要件を満６５歳から満７０歳に引き上げることによるもので

ございます。施行日は令和６年４月１日となっております。 

　以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８５号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（衞藤　　武君）  水道課長です。議案第８５号について詳細説明を行います。 

　由布市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。由布市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。令和５年１１月３０日提出、由布

市長。 

　この条例の一部改正は、住宅を所有する企業職員の住居手当を廃止するものでございます。平

成３０年３月に改正した由布市職員の給与に関する条例の住宅手当の経過措置が令和６年３月末

にて終了するのに伴い、条例の改正を行うものでございます。 
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　次のページを御覧ください。改め文でございます。第６条の２中「次に掲げる職員に対して」

を「自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員」に改め、同条各号を削る。施

行は令和６年４月１日でございます。次のページは、新旧対照表でございます。 

　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８６号について詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（日野　正美君）  教育次長です。議案第８６号の詳細説明を行います。 

　議案第８６号、由布市教育奨学資金基金条例の一部改正について。由布市教育奨学資金基金条

例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　これまでの由布市教育奨学資金基金条例では、現金を預金して保管しなければなりませんでし

たが、奨学資金の貸与に要する財源を確保するため、効率のよい運用を図ることができるよう、

有価証券を取り扱うことができる規定を追加するものでございます。 

　以上で終わります。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８７号について詳細説明を求めます。消防長。 

○消防長（大嶋　陽一君）  消防長です。 

　議案第８７号の詳細説明をいたします。議案第８７号、由布市火災予防条例の一部改正につい

て。由布市火災予防条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和５年１１月３０日提

出、由布市長。 

　今回の改正は、改正省令の交付に伴うものです。 

　裏面より改め文、新旧対象表を添付しております。改正省令は、蓄電池設備について、脱炭素

社会の実現などに向け、さらなる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の

多様化が進んでいること、ＪＩＳ等の標準規格において、出火防止装置や延焼防止装置等が盛り

込まれるようになってきたことなどを踏まえ、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよ

う所要の見直しが行われています。また、固体燃料を使用する火器設備などは、まきストーブや

炭火焼き器について、防火上の安全装置が講じられたものもあることから、標準の見直しが行わ

れています。これに伴い、由布市火災予防条例について所要の改正を行うものでございます。 

　以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８８号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保　暁君）  財政課長です。 

　議案第８８号について詳細説明をいたします。議案第８８号、令和５年度由布市一般会計補正

予算（第８号）。令和５年度由布市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億６,４１６万４,０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２４億９０４万４,０００円とする。 

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

　第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、第２表繰越明許費による。 

　第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正による。 

　第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債補正による。令和５年１１月３０日提出、由

布市長。 

　１ページをお開きください。第１表歳入歳出予算補正です。３ページにかけて歳入歳出の款項

ごとに補正額を記載しております。 

　４ページをお願いいたします。第２表繰越明許費です。６件の繰越明許をお願いしております。 

　８款土木費の道路整備事業、辺地対策事業３路線、過疎対策事業９路線及び単独事業２路線に

ついては、工事契約に不測の日数を要したこと、資材の調達確保に不測の日数を要したこと、ま

た、関係機関との協議・調整に不測の日数を要したことなどによるものでございます。 

　９款消防費の災害対策環境整備事業については、由布市中小河川ハザードマップ作成業務にお

いて、大分県河川課が行う中小河川ハザードマップ元データ作成業務の遅延により年度内の完成

が見込めないためでございます。 

　１１款災害復旧費の農業用施設災害復旧費及び公共土木施設災害復旧費については、工事契約

に不測の日数を要したこと、工期の確保、また関係機関との協議・調整に不測の日数を要したこ

となどによるものでございます。 

　なお、今、申し上げました個別事業の繰越し理由については、お配りしております令和５年度

１２月補正予算の概要の巻末に記載しておりますので、御参照いただければと思います。 

　５ページをお願いいたします。 

　第３表債務負担行為補正です。由布市議会だより印刷製本費など５件を追加するもので、いず

れも契約に至るまでの一連の準備行為を本年度内に行う必要があるため、債務負担行為を設定す

るものでございます。 

　６ページは第４表地方債補正です。上段で農業施設災害復旧事業の追加、中段からは県営基盤

整備事業など７件の変更をお願いしております。変更内容につきましては、事業費の増減や財源

の組替えに伴うものでございます。 

　次に、７ページから補正予算事項別明細書となっております。 

　１０ページをお願いします。歳入でございます。１６款２項１目の１節特定防衛施設周辺整備

事業補助金１０７万１,０００円は、調整交付金の交付額が決定したことから増額しており、道
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路整備事業に充当しております。 

　１２ページをお願いします。１９款１項２目の１節指定寄附金のふるさと納税は、本年度上半

期の実績及び今後の推測値等に基づき３億円を増額するもので、充当事業である、みらいふるさ

と寄附金推進事業において取扱委託料及び基金積立金を同額増額しております。 

　２０款１項１目２節基金繰入金の財政調整基金は、本補正の収支の均衡を図るため、２億

４７万８,０００円を繰入れしております。 

　１４ページをお願いします。２３款１項５目の１節農林水産業施設災害復旧事業債については、

本年７月の大雨災害に係る農地農業用施設や林業施設工事分に対して、今回それぞれ災害復旧事

業債の充当を見込んでいるところです。その他特定財源につきましては、歳出の項目で説明させ

ていただきます。 

　次に、１６ページをお願いいたします。歳出となります。まず、全般的な事項といたしまして、

各事業の過年度精算に伴う国庫及び県支出金の返納金を計上しているほか、原油等のエネルギー

価格高騰に伴う公共施設で使用する電気代及び燃料費の増額をしております。 

　また、各科目内の給与管理費につきましては、職員給与の改定に伴い、給与及び期末勤勉手当

の調整などをしております。各給与管理費の説明は省略させていただきますが、巻末７２ページ

から給与費明細書を掲載しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 

　それでは、主な事業について説明をさせていただきます。 

　２１ページをお願いいたします。２款１項５目、区分３財産有効活用事業の１２節委託料は、

用途が終了した普通財産を売却するため、不動産鑑定及び登記に係る費用を増額するものです。 

　２款１項６目、区分２次世代交通実験事業は、令和元年度から湯布院地域で実証実験をしてお

りますＩｏＴ技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導入実証事業が終了すること

となることから、国が行う車両の入札に参加するため計上するものです。 

　区分３、企業立地促進事業は、新たな雇用機会の創出や地域経済振興の促進のため、由布市庄

内町に増設した豊洋精工大分工場Ｃ棟（庄内工場）に対し企業等立地促進助成金として交付する

ため計上するものです。 

　次のページをお願いします。区分４由布市に住みたい事業は、移住希望者が増加傾向にあるこ

とから、移住支援金や県外移住者一括補助金などを増額するもので、特定財源として県補助金を

充当しております。 

　２４ページをお願いします。２款２項２目の区分１賦課推進事業は、令和６年度課税分より森

林環境税の導入に伴い、システムの改修が必要となったことから計上するものです。 

　２款３項１目、区分１の戸籍住民基本台帳電算システム整備事業は、令和６年度より県外転出

者のマイナンバーカードの海外利用が開始されることから、マイナンバーカードに氏名をローマ
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字表記できるようシステム改修を計上するもので、特定財源として国庫補助金を充当しておりま

す。 

　２６ページをお願いします。２款４項５目、区分１参議院議員選挙及び次のページの６目の区

分１知事県議会議員選挙事業費は額の確定により減額をしております。 

　３２ページをお願いします。 

　３款１項３目、区分２自立支援事業は、昨年１０月の報酬改定やサービス利用者の増加に伴い、

障害福祉サービス費負担金を増額するもので、特定財源として国庫２分の１、県４分の１の負担

金を充当しております。 

　３６ページをお願いいたします。３款２項２目、区分４児童施設整備事業は、くすのき児童ク

ラブ棟実施設計委託業務については、挾間小学校増築工事と調整を図るため、令和５年度発注予

定を変更し、令和６年度当初で計上することとしたことから減額するものです。 

　４２ページをお願いします。４款１項２目の区分１子ども医療費助成事業及び区分２の高校生

等医療費助成事業は、新型コロナウイルス感染症が第５類に移行したことや、近年、まれに見な

いような形でのインフルエンザの流行等を考慮し、１０月までの実績を踏まえ増額するもので、

財源として、それぞれ子ども及び高校生等医療費助成事業基金を充当しております。 

　４６ページをお願いします。６款１項３目、区分２の中山間地域等直接支払対策事業は、集落

で協定しています対象農地等の増加に伴い交付金を増額するもので、国庫財源を伴う県補助金を

４分の３充当しております。 

　区分３農地中間管理事業は、農地の集積・集約化に取り組む２つの地域の農事組合法人に対す

る機構集約協力金及び農地集積・集約化促進交付金で、全額県補助金を充当しております。 

　４８ページをお願いします。６款１項５目、区分１の県営基盤整備事業は、国の補正予算に伴

い６地区で実施する、圃場整備や水路、ため池工事となる県営経営体育成基盤整備事業に係る負

担金でございます。水田畑地化促進事業負担金は、庄内町柚ノ木地区の圃場整備分及び平石地区

の梨団地造成工事分で４,９３５万円、農業水利施設保全化事業負担金は挾間町古野井路及び提

子井路の水路工事分で３,６００万円、防災重点農業用ため池整備事業負担金は、庄内町大郷た

め池の大規模改修工事分及び挾間町筒口、片野ため池改修計画分で８４７万円となっており、平

石地区の梨団地造成工事の負担金に対しましては、過疎債を充当しております。 

　５２ページをお願いします。８款１項１目、区分２の急傾斜地崩壊対策事業は、５地区で実施

しています県の事業において、事業補正がなされたことから負担金を増額するものです。 

　８款２項１目、区分１の道路維持事業は、本年度、通学路点検において早急な対応が必要と判

断した転落防止柵の改修及びグリーンベルト設置の２か所について対応するため、工事請負費を

増額するものです。 
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　５４ページをお願いします。８款２項２目、区分２の道路整備事業（過疎対策事業）は、庄内

町東大津留、市道瀬口竹の中線において、用地買収の協議ができたことにより増額するもので、

財源として市債を充当しております。 

　区分３、道路整備事業（単独事業）の工事請負費は、市道向原別府線改良工事において、挾間

町北方喜多里団地入口から市道北方中央線までの工事請負費を増額するものです。 

　次の公有財産購入費は、挾間町筒口、市道西谷桑鶴線において、用地買収の協議ができたこと

により増額するものです。財源として市債を充当しております。 

　５６ページをお願いします。９款１項３目、区分２の災害対策環境整備事業の委託料は、中小

河川で河川付近に主要施設がある地域、人家や公共施設が集中している河川──由布市では

１９河川が対象になります──について、国・県において浸水想定区域図を作成し、その後、市

町村がその情報を基にハザードマップにて、住民に周知することが義務づけられたことにより、

中小河川ハザードマップを作成するため計上するものです。特定財源として、国庫３分の１、県

３分の１の補助金を充当しております。 

　次の工事請負費の減額は、防災ラジオ更新工事の入札残になります。 

　５８ページをお願いします。１０款１項２目、区分２の教育環境管理充実事業は、小中学校の

児童生徒の机及び椅子を来年度の児童生徒数の増加見込みや劣化・破損などにより、机１０６台、

椅子１５９脚を新たに購入するものです。 

　６２ページをお願いします。 

　１０款２項３目、区分１教育振興費（小学校）及び１０款３項３目、区分１の教育振興費（中

学校）の特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者が負担する経費

の一部を補助する給付金になります。令和５年度より給付を実施したことから、申請数に応じ増

額するものです。特定財源として国庫補助金を２分の１充当しております。 

　説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第８９号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（砂田　剛士君）  保険課長です。 

　議案第８９号について詳細説明をいたします。議案第８９号、令和５年度由布市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）。令和５年度由布市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４１億９,８３８万１,０００円とする。 

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 



- 22 -

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　今回の補正につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただきます。

財源につきましては、６、７ページの歳入も併せてお願いいたします。 

　８ページをお願いいたします。上段、１款１項１目一般管理費、区分１、８節旅費２万

３,０００円の減額につきましては、費用弁償基本額の変更による３,０００円の増額と、ウェブ

開催により旅費が不要になったため、２万６,０００円の減額となっております。 

　１２節委託料２０万８,０００円の減額は、当初予算を下回った額が不用額となったためです。 

　１８節負担金、補助及び交付金３,０００円の増額については、協議会が書面開催になったた

めの負担金不用額の５,０００円の減額と、オンライン資産確認等市町村運営負担金の単価変更

による８,０００円の増額によるものです。これらにつきましては、６ページ、歳入の下段の表、

１０款１項１目一般会計繰入金を減額しております。 

　中段、１款２項１目賦課徴収費、区分１、８節の旅費５,０００円の増額でございますが、基

本額の変更によるものでございます。 

　下段、２款１項３目一般被保険者療養費、区分１、１８節負担金、補助及び交付金３０３万

３,０００円の増額でございますが、一般分療養費負担金の増額に伴うものでございます。 

　１０ページをお願いいたします。下段、２款４項１目出産育児一時金で、区分１、１８節負担

金、補助及び交付金３４万円の増額は、件数の増加によるものでございます。これらにつきまし

ては、６ページの歳入、６款２項１目保険給付費等交付金３３７万５,０００円を増額しており

ます。 

　以上で、議案第８９号の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第９０号について詳細説明を求めます。高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（工藤　由美君）  高齢者支援課長です。 

　議案第９０号について詳細説明をいたします。議案第９０号、令和５年度由布市介護保険特別

会計補正予算（第２号）。令和５年度由布市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５７万８,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ４５億５,６３１万４,０００円とする。 

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　事項別明細書８、９ページをお願いいたします。 

　歳出でございます。１款１項１目一般管理費につきましては、令和６年度介護保険制度改正に
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係るシステム改修の委託料となります。４月施行に合わせ、年度内での改修が必要になったこと

によるものです。財源は、一般会計からの繰入金となります。 

　以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第９１号について詳細説明を求めます。環境課長。 

○環境課長（田代　由理君）  環境課長です。 

　議案第９１号について詳細説明をいたします。議案第９１号、令和５年度由布市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億２,９５３万２,０００円とする。 

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　歳入歳出補正予算事項別明細書の６ページをお開きください。 

　まずは歳入でございます。５款１項１目一般会計繰入金については、給与及び期末勤勉手当の

増額に伴うもので、１０万円を増額するものでございます。 

　次に歳出でございます。８ページをお開きください。 

　歳出につきましては、１款１項１目一般管理費、区分、給与管理費については、１０万円増額

するものでございます。内訳といたしましては、一般職員給料４万７,０００円、期末勤勉手当

５万３,０００円でございます。 

　以上で、議案第９１号の詳細説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  次に、議案第９２号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（衞藤　　武君）  水道課長です。 

　議案第９２号、令和５年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）について詳細説明をいたし

ます。 

　１ページ目をお願いいたします。 

　第１条、令和５年度由布市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

　第２条、令和５年度由布市水道事業会計予算（第３条）に定めた収益的支出の予定額を次のと

おり補正する。款の項目、補正予定額と、計のみ読み上げさせていただきます。 

　支出、第２款水道事業費用、補正予算増額の７６４万１,０００円、計８億６,６１８万

９,０００円。 

　第３条、予算第４条本文括弧書き中、不足する額３億４,０２２万円を、不足する額３億

４,０１６万６,０００円に、過年度分損益勘定留保資金３億４,０２２万円を過年度分損益勘定
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留保資金３億４,０１６万６,０００円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。収入、第３款資本的収入、補正予定額３４１万７,０００円、計５億９,５１６万４,０００円。

２ページ目をお願いいたします。支出、第４款資本的支出、補正予定額３３６万３,０００円、

計９億３,５３３万円。 

　第４条、予算第６条中、起債の目的、建設改良事業、限度額５億１,１００万円を５億１,４３０万

円に改める。 

　令和５年１１月３０日提出、由布市長。 

　詳細説明については、補正予算説明書で御説明申し上げますので、４ページをお開きください。 

　給与及び期末勤勉手当の補正額は、給与改定に伴うものですので、説明は省略させていただき

ます。 

　まず、収益的支出でございます。２款１項１目１節、報酬３１万円の増については、挾間浄水

場職員の時間外勤務について、緊急対応等が増えたことによる増額でございます。 

　１８節修繕費２００万円は、各取水場及び浄水場の修繕費の増額でございます。 

　２款１項２目１５節委託料３４万５,０００円は、主な理由としまして、検針戸数が当初より

増えているための増額でございます。 

　１８節修繕費３００万円は、排水管及び給水管の修繕費の増額でございます。 

　２７節負担金３８万４,０００円は、配管材料等の価格調査負担金です。大分市が主となり、

由布市と別府市の３市共同で年１回調査をしていますが、資材単価高騰のため、追加の調査が必

要になった分の増加負担分でございます。 

　２款１項４目３節手当１３２万３,０００円の主なものは、時間外手当でございます。夜間休

日の緊急対応が増えたことによる増額でございます。 

　５ページ目をお願いいたします。 

　次に、資本的収入でございます。主なものとしましては、３款１項１目１節企業債３３０万円

の増額は、請負工事の追加計上に伴うものでございます。 

　次に、下段の資本的支出でございます。主なものは、４款１項１目３０節請負工事費３３０万

円は、挾間浄水場活性炭吸着設備用の調整弁が故障したことにより、緊急取替え工事を追加する

ための増額でございます。 

　６ページは地方債の調書、７ページには給与費明細書を添付しております。内容の確認をお願

いいたします。 

　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐　裕一君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（甲斐　裕一君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

　次回の本会議は、１２月４日午前１０時から一般質問を行います。 

　なお、一般質問通告書追加分の提出締切りは明日の正午まで、議案質疑に係る発言通告書の締

切りは１２月５日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

　本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午前11時21分散会 

──────────────────────────────


